
憲法違反の安保法制の廃止ならびに運用停止を求める決議 

 

 当会は，憲法違反の安保法制を国会において直ちに廃止し，それまで同法制の

運用を行わないことを求める。 

２０１６年(平成２８年)５月２５日 

福岡県弁護士会 

 

  

 

決議の理由 

１ 安保法制の施行 

「我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一

部を改正する法律」（平和安全法制整備法）及び「国際平和共同対処事態に際し

て我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律」（国

際平和支援法）（以下併せて「安保法制」という。）は，２０１５年７月１６日

に衆議院本会議で，また同年９月１９日に参議院本会議でそれぞれ可決され，

本年３月２９日施行された。 

当会は，安保法制が憲法違反であること，立憲主義に違背していることにつ

いて，これまでも繰り返し指摘してきたところである（「集団的自衛権の行使等

を容認する閣議決定およびこれを具体化する法改正等に反対する決議」（２０１

５年５月２７日），「憲法違反の安保法制法案等の衆議院強行採決に抗議する会

長声明」（同年７月１６日），「憲法違反の安保法制法案の参議院における採決強

行に抗議する会長声明」（同年９月１９日）。）。 

そして，当会のみならず，日本弁護士連合会，全国全ての単位弁護士会，九

州弁護士会連合会ほか全国全てのブロック弁護士会連合会が同様に憲法違反の

指摘をして安保法制の成立に反対してきた。 

こうした反対の声は，国民の各界各層からも出され，とりわけ多数の憲法学

者（２０１５年６月４日の衆議院憲法審査会では，与党推薦含む３名の憲法学

者全員が安保法制につき憲法違反であると明言した。），歴代の内閣法制局長官，

元長官を含む元最高裁判所判事らも憲法違反であるとの見解を表明してきた。 

しかし，政府はこうした多くの国民世論や憲法専門家らの指摘を顧みること

なく，安保法制を強行的に成立させ施行させたが，以下に述べるとおり，安保

法制は憲法違反であり，立憲主義に違背することは明らかである。 

したがって，安保法制は国会において直ちに廃止されるべきであり，また，

廃止される以前においても，その運用が行われてはならない。 



２ 憲法違反である 

わが国憲法は，かつての侵略戦争によって国の内外におびただしい数の犠牲

者と深刻な人権侵害をもたらしたことに対する痛切な反省の下，前文で「われ

らは，全世界の国民が，ひとしく恐怖と欠乏から免かれ，平和のうちに生存す

る権利を有することを確認する。」として平和的生存権を規定し，第９条１項で

「日本国民は，正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し，国権の発動

たる戦争と，武力による威嚇又は武力の行使は，国際紛争を解決する手段とし

ては，永久にこれを放棄する。」として戦争の放棄を規定し，同条２項で「前項

の目的を達するため，陸海空軍その他の戦力は，これを保持しない。国の交戦

権は，これを認めない。」として戦力の不保持と交戦権の否認をそれぞれ規定し

た。 

また，前文では，日本国民は「政府の行為によって再び戦争の惨禍が起るこ

とのないやうにすることを決意し」「平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼し

て，われらの安全と生存を保持しようと決意した」として，非軍事の徹底した

恒久平和主義を基本原理として定めた。 

一方，冷戦構造の下，１９５４年に発足した自衛隊は，歴代内閣において，

「自衛のための必要最小限度の実力」であって，「戦力（第９条２項）」にはあ

たらないから憲法９条２項に違反するものではないとされてきた。 

仮に，自衛隊について，歴代内閣と同じ解釈に立つとしても，歴代内閣がこ

れまでも表明してきたとおり，自衛隊は「自衛のための必要最小限度の実力」

にすぎないから，①武力行使を目的として他国領土への派遣（海外派兵）はで

きず，②自衛隊が武力行使を目的としていなくとも，他国軍の武力行使と一体

化した活動はできず，③当然，自国と密接な関係にある外国に対する武力攻撃

を，自国が直接攻撃されていないにもかかわらず，実力をもって阻止する権利

である集団的自衛権の行使も許されない（１９８１年５月２９日政府答弁書）。 

しかしながら，安保法制は，かような制約を超えて，①現に戦闘が行われて

いる地域でなければ，戦闘地域であっても自衛隊が当該地域に赴いて他国軍の

後方支援を行うことができるとして，自衛隊派遣の地理的場所的制約を外し，

②当該後方支援の内容も，他国軍に対する弾薬の提供や発進準備中の爆撃機の

給油等，いわゆる兵站活動にまで及ぶことを想定している。③さらには，国連

ＰＫＯはもとより，いわゆる多国籍軍が行う治安維持活動（ＩＳＡＦ等）など

にも，武器を携行した自衛隊を派遣し，自己防衛でなく任務遂行のための武器

使用も許されるとした。そして，④一定の要件の下に，歴代内閣が戦後一貫し

て禁じてきた集団的自衛権の行使にまで踏み込んで自衛隊の活動範囲を拡げた

のである。 

こうした自衛隊の活動は，もはや「戦力」にあたらない「自衛のための必要



最小限度の実力」行使をはるかに超え，他国軍の武力行使と一体化する危険を

伴う活動であることは明らかであって，憲法第９条に明白に違反するといわな

ければならない。 

３ 立憲主義違背である 

立憲主義は，すべての国家権力の行使は，憲法に基づき，憲法に拘束されて，

憲法の枠内で行われなければならないとする。 

したがって，国家権力が勝手に憲法を変えたり，憲法を恣意的に解釈して憲

法の本来もつ意味を変えることは許されず，憲法の変更は，憲法所定の改正手

続き（憲法９６条）によらなければならない。これは，憲法によって個人の自

由・権利（個人の尊重）を確保するために，国家権力を制約することを目的と

する，近代憲法の基本理念であり，日本国憲法の根本理念である。 

すなわち，わが国憲法は，「すべて国民は，個人として尊重される」（１３条）

という最大の目標を実現するために，「最高法規」の章（第１０章）で，憲法の

最高法規性を定め（９８条），その目的である基本的人権の永久・不可侵性を再

確認するとともに（９７条），その実現のために，国家権力の行使を担う公務員

に国民の基本的人権を侵害しないよう，ことさら憲法尊重擁護義務を課した

（９９条）。 

とりわけ，法律の制定・改廃や閣議決定の主体である国会議員ならびに国務

大臣は，憲法を尊重擁護すべき義務を負っており，ましてや憲法の内容を，正

規の改正手続に拠らず，法律の制定や，閣議決定による憲法解釈の変更によっ

て改変するがごときは，かかる義務に正面から反するものであって許されない

ものである。 

ところが，歴代内閣が戦後長きにわたって憲法上許されないとしてきた集団

的自衛権の行使はもとより，他国の武力行使との一体化が避けられない戦闘地

域における後方支援等，明らかに憲法違反の内容を含む安保法制を，憲法改正

の手続もとらずに，強行的に成立させ，憲法第９条を実質的に改変するという

暴挙に及ぶことは，立憲主義に真っ向から違背するものであって許されるもの

ではない。 

４ 安保法制は廃止以前においても運用が行われてはならない 

以上のとおり，憲法違反の安保法制は国会において直ちに廃止されなけれ

ばならないものであるが，廃止以前においても運用が行われてはならないこ

とは立憲主義の要請から当然のことである。 

とりわけ，２０１１年１１月以降，陸上自衛隊が南スーダンに派遣されて

いるところ，政府は今後，安保法制に基づいて「駆け付け警護」任務を発令

することを検討している。ところが２０１３年末以降，南スーダンは内戦状

態に陥っているとされ，南スーダン政府軍と国連軍が紛争当事者となって戦



闘行為が行われている状態にある。そうした中で，自衛隊に「駆け付け警護」

任務が発令されれば，自衛隊が武力紛争に巻き込まれ，任務遂行を目的とし

た武器使用を行うことになれば，それ自体，他国軍の武力行使と一体化した

活動に陥ることは必至である。 

また，安保法制は自衛隊法９５条の２を新設し，自衛隊の「防護」対象と

して，米軍を加えたが，これによって自衛隊が日常不断から米軍空母や戦闘

機なども含めて防護することが任務とされた。このことは米軍に対する偶発

的な攻撃を機に，自衛隊が戦闘行為に巻き込まれる危険性を高め，ひいては

米軍の武力行使と一体化した活動に陥ることは必至であり，それがひいては

集団的自衛権の発動に繋がる危険もあるといわなければならない。 

このように，安保法制そのものの違憲性もさることながら，集団的自衛権

の発動等の違憲状態が即座に引き起こされる切迫した状況にあることに鑑み

れば，安保法制は直ちにその運用が停止されなければならないものである。 

５ 結論 

以上のとおりであるから，当会は，憲法違反の安保法制について，国会に対

し，同法制を直ちに廃止すること，内閣に対し，同法制の廃止に至るまで，そ

の運用を行わないことを強く求める。 

以上 


